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第1表 民事・行政事件年度別一覧表

令和5年10月31日現在

合計

新受｜既済｜未済’

17,4561 17,811 4,749
1,5061 1,532 420

16,1291 16,488 4,390
1,454 1,419 455

合計

4,749
-

420

4,390
-

455

■
函
一
一

抗 ’｜ その他(注3）告(注2）

既済｜未済||新受．

頚三雲引再要
27451 4471「雨而

494

19

6,531
一

841

2,770
-一

80

447 5,9052,745

既済｜未済

6,372 1,348

835 180

6,059 1,194

797 191

5,675 1,078

835 177

5，694 1，123

787． 170

14‘667 1,406

2,850 176

5，889 1，160

808 122

7;076 1,362

1,237 141

6,372
－

835

6,059
-

797

1,406
-

176

1,160

122

1,362

141

平成25年平成25年 8,669

617

2,907

221

2,6928,233
－

591 74‐ うち行政事件数

平成26年 、

うち行政事件数

平成27年

うち行政事件数

平成28年

うち行政事件数

平成29年．

うち行政事件数

平成26年 、
うち行政事件数

平成29年

25

-

808

7,526

556

7,225

533

7,684
-

538

2,749
-

239

2聯698
－

． 90

-

84

15,389

1,453

151504
－

1,471

4,275639
－

31

5,559
-

821

7,416

543

2,558
-

229

2,605
-

99

2,413

・ 93 437

14,866
一

1.347

14,930
－

1,379

4,211
－

405

5,739
-

780

2,447

207

2，392
－

69

2,390
-

72

641
■■■■■■■■■■■■■■■■

28

6,735
-

498

6,846
-

520

24,097
-

.3,394

23,914
一

3.412

4,394

387

2,563
-

88

2,635
-

97

569
－

19

14,950

2,856

6,584
-

450

6,612

465

2‘419

192

’
うち行政事件数

平成30年
・うち行政事件数

3,973

310

5,643

754

141552
-

1,265

14,973

1,342

2,570

98

2,551.
-

102

588
－

15

6,339
-

413

6,533
-

432

21225
－

， 173
ﾄ

ﾛ 4,320

344

7?278

1,256

16,085
-

1,808

15,738
－

1,774

2,462 2,783
-

145

2,875
-

149

496
－

11

平成31年／令和元黛

うち行政事件数

6,024 5,787
-

388 192407

' 12，664
－

1，155

5,546
一

756

令和2年 鋤
一
流

６
－
－
１

5,819
一｡

771

1,834
一

536

13,890
-

1,567

3,087
－

201

霞
幽
例
一
迦
畑
一
皿
恥

625
－

19

5,014

302

4,389
-

293うち行政事件数

令和3年

うち行政事件数

令和8年 5,825
-

509

7,029

1,382

7;31.2
-

1,664

1,551
一

254

16,521
-

1,856

16,242
－

2，103

班
一
・
妬

62369

364

6‘081
－

336

3，375
－

229うち行政事件数うち行政事件数

15,472
-

1,034

15,539
-

1，155

5,758
-

388

令和4年
■

うち行政事件数

1,319
145

1,083

14

5,782
-

561

6，014
－

670

6,734
-

389

6,753
-

389

3,356
-

229

2,956
－

84
■
＆
Ｆ
Ｌ

令和5年(注4）令和5年(注4）

鳴淵
16,783
-

1，130

5‘866
－

409

6,535
-

606

1,503
-

201

7,045

400

3,018
-

68

3,000
-

58

1,101
一

24

6,719
－

662

7，140
－

444

3,262
-

184うち行政事件数1

令和5年1月～10月｜

うち行政事件数I
令和4年1月～10月｜
うち行政事件数|，

うち行政事件数

令和5年1月～10月

うち行政事件数

令和4年1月～10月

うち行政事件数

1,356
-

150

13,702
-

925

13,630
一一

908

5,830
-凸 ▽←

405

2,482
-

63

2,462
-

51

1.103
■－

26

罰
5,427
-

524

5,390
-

519

5,793
-

338

5,778

338

3,371

229

1,055
-

20 甥階H|L詩
4,960
-

574

12,700
-

954

5,763
-

406

2,431
-

78

2,431
-

78

2,275
-

84

2,275
-

84

4,670

444

4,670

444

5"537

329

5"537

329

3,447
一

262

(注3） 「その他｣は､次の事件である。

1民事上告提起(ネオ）

2民事上告受理申立て(ネ受）

3民事特別上告提起(ツテ）

4民事許可抗告申立て(ﾗ許）
5民事特別抗告提起(ラク）

6.人身保護(人ナ）

7民事雑(ウ･人ウ）

8行政上告提起(行サ）

9行政上告受理申立て(行ﾉ）

10行政特別上告提起(行シ）

11行政許可抗告申立て(行ハ）

12行政特別抗告提起(行セ）

13行政雑(行タ）

14調停 ．

(注1)． 「訴訟｣とは､次の事件をいう。

1民事控訴(ネ）

2民事上告(ツ） ､

3民事再審訴訟(ム）

4行政第一審(行ケ）

5行政控訴(行.）

6行政再審訴訟(行ソ）

(注2） 『抗告｣とは､次の事件をいう。

1民事抗告(民事､執行､家事)(ラ）

2民事再審抗告(ム）

8行政抗告(行ス）
4行政再審抗告(行ソ）

(注4)令和5年の件数は､10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値である。

その算出方法は､次のとおりである。

1令和5年の年間の新受件数(推計値）
（令和5年1月～令和5年10月の新受件数)×(令和4年の年間の新受件数）

÷(令和4年1月～令和4年10月の新受件数）
2令和5年の年間の既済件数(推計値）
（命和5年1月～令和5年10月の既済件数)×(令和4年の年間の既済件数）

÷<令和4年1月～令和4年10月の既済件数）

3令和5年末の未済件数(推計値）
､ （令和4年末の未済件数)＋(令和5年の年間の新受件数(推計値))－(令和5年の年間の既済件数(推計値)）

※知財高裁の事件数を除く（以下の各表についても同様である｡）。

※令和5年の数値は､速報値である（以下の各表についても同様である｡).。
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第2表訴訟事件(ネ,行．,行ケ,ツ等)(新受･既済｡未済)件数年度別図表

（平成25年から令和5年10月まで）

未 済津－－－i蕊I
25

26

27

28．

29

30

31．1

2

3

4

5

5(1～10） ’

4(1～10） ’

既 済 ’

8，6691
7,6841
7，416 1
6，846 1

6，6121

． 6，533 1
5,787

4,389

6,081

6,7531
7，140

5,778’

5,4651

新 受

8,233

7,526

7,225

6，735 1

．6，5841

6,339

6，0241

5,014

6,369

6,734

7,045

5,793

5,537

2,907

2,749

2,558

2,447

2,419

2,225

2,462

3,087

3,375

3,356

3,262
－1

8,371 1

3,4471

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。

'
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、
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、
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当ﾐﾐ、 ,'&08, 1－－｜“￥
6,33$

6,000 、
、
1

6.024

5,000
一一－し Dー●｡

4,000
一

－－ －1■ ■ ■ 一

3，356
－CP－_ 3，262〆

』
・
・
師
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１
１
１
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↓
・
雄２
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－
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湿
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一

一
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〃
』
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2,000
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第3表、 民事控訴事件(ネ)(新受･既済･未済)件数年度別図表
｡

（平成25年から令和5年10月まで）

年 狸類
25

26

27

28

29

30

31．1

2

3

4

5

5(1～10）

4(1～10）

新 既 済 1 未 済 ’受

7,321

6,619

6,424

5,926

5,849

5,657

5,381

4,513

5I742

6,097

6.396

5,247

5,002

7,644

6,772

6,596

5,976

5,818

5,846

5,182

3,905

5,526

6,127

6.405

5,222

4,995

2,485

2,332

2,160

2,110

2,141

1,952

2,151

2,759
-

2,975

2,945

2,935

2,970

2,982

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。 ．

,0009

新
既
未
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受
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8,000 一一 一一 ﾄ ■■
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漁
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落
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岸
、
、
、
、
、
『

釦

巳
■

■
■
０

4,000
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．
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第4表行政控訴事件(行.)(新受･既済･未済)件数年度別図表

． （平成25年から令和5年10月まで）

未 済既 済一
泌
溺
幻
配
”
鋤
州
２
３
４
５
梱
岬

新 受
畑
一
価
腿
一
加
州
一
噸
面
一
価
一
祁
一
蝿
一
、
姻
一
叩

邨
一
咽
一
妬
一
靭
一
唖
一
訊
一
却
一
．
翫
一
狸
一
繩
一
鉦
一
一
班
一
鉦

鑿
-

444」

巫
374

343

265

312

351

362
-

304

295

■

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第5表民事上告(簡裁第一審)事件(ツ)(新受"既済｡未済)件数年度別図表
”

． （平成25年から令和5年10月まで）

既 済 未 済
｜
副
一
雨
一
氾
一
卵
一
粥
一
妬
一
幻
一
鋤
一
岡
一
的
．
一
弧
一
一
沁
一
”
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溺
一
泌
一
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一
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一
溺
一
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州
－
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’
４
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一
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一
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皿
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蝿
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一
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噸
一
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種
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煙
一
蝿
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ｍ
｜
麺
一
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一
噸

■
■
■
■
■
睦
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
９
岡
白
日
■
Ⅱ
Ⅱ
■’

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。 ．
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第6表の1 抗告事件(ラ,行ス等)(新受"既済｡未済)件数年度別図表
や

（平成25年から令和5年10月まで）

済

494

447

639

641

569

588

496

625

899

1,083

1，101

1，103

1,055.

年~－－_漣類’ 新
25 1
26．

27

28

29

30

31．1

2

3

4

5－11 －－

5(1～10） ’

4(1～10） I

■
■
■
『
■
■
哩
一
一
八
一
一
一

■

■

■

■

Ⅱ

Ⅱ

日

日

日

日

■

凸

■

６

９

９

１

０

０

９

２

■

■

■

■

Ⅱ

０

０

■

■

■

■

’

１

１

１

１

Ｊ

・

Ｉ

ｊ

１

０

ｊ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

ｌ

１

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

未既 済受
一
脚
一
Ⅷ
耐

型
恥
一
馴
一
蜘
一
幽
迦
加
一
卿
一
粋
一
型
迦
”
｜
錘

挫
一
幽
馴
一
型
雑
一
堀
一
秘
一
皿
加
一
州

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。 ．

ｳ

受
済
済

新
既
未

一
一
一

3,500

'18

00

’
3.12： I

淡‘琴会3,000 ‘■､－－－1－一一一‐－－

一

熱し》22，69
一一一 芸耀幸

、一、

ク
ク

ギ
、
《
ｕ
》

》
Ｍ
－
２

嘉華￥
'

2,8万

、、

嫌
‘

I

2,635
2,

2,500

6

三毒瀞卜3-･･2i5
ｏと

、
一 ﾗ1"－．一↓－－－』

~一V1 '一一‐
2.458

413

2,000
－－－冬 ■一一一一一

一一一凸 司

ﾛ

I l H

1,500

101

1範3
－－

／
一Ｊ竜

ｎ
ご

一
関

1,000 一
／

・
戯
一へ

一

●
一

、

。

・

一

●●一■ 申

641
『
一
聖

知
一・
約

－588

一
一

二
匁
“
。
↑
●

㈹
一500

＝一一ー一一 F

0

25年26年27年28年29年30年31･1年2年 3年 4年 5年
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､

第6表の2抗告事件(ラ)(行ス)種別新受件数内訳表
●

（平成25年から令和5年10月まで）

犀~－－－種類
25

26

27

28

29

30

31．1

2

3

4

5

5(1～10）

4(1～10）

民事(含執行)抗告(ﾗ）

1，219 1

1，223 1

1，195 1

957 1
981 1

957 1

1，129 1

1，077 1

1，1501

1;129 1
1．117 1

907 1
917 1

家事抗告(ラ）

1,292

1,269

1,214

1,267

1,328

1,307

1,323

1,271

1，724
－

1,616

1,712

1,406

1,327

行政抗告(行ス）

70

77

78

60

74

85

101

92

94

77

61

561

71 1

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
早 ●

推計値である。

1,800

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1.100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0’

抗告(ﾗ) |’－民事(含執行)抗告(ﾗ）

------?家事抗告(ﾗ）

－． ．－行政抗告(行ス）

行家民
一一

一

一一

』

1 712

／
／
／

K1,323､~--号､-．

グ

ク

刑；

＝ ■－＝ ■－一一一

｜蝋雪鯉＝郷祷
霊健≧≧ご
刊遍

L■一一ーー■一■

ﾙ2T了"
夕

可了爾6十L聖＋／、誕生 117
一一■－－

_一’1｣077｣____| －－年一色一

一

957

一ユー

957

凸一一＝＝－

981 957
弓 一刊一

-4-f-
－－一曲弓一

’

凸

■ ﾛ

1 1

’
101
◆=一芯電 延惹士7＝
92
＝＝＝型壼皇1号睦中に1画＝ 二旦艮.－74－－－

一一｡

6 1

25年 26年27年28年29年 30年31．1年2年 3年 4年 5年
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第7表特別部担当事件年度別一覧表

令和5年10月31日現在

ト
ー

区分

年度

区分

年度

未済既済新受部未済新受 既済部

｜ ↑5115 1692544 425

21 152625326

6 712726 627

32 62812 328

11独
禁
法
等
事
件

第
三
特
別
部

29 11 343 029

海
難
事
件

第
一
特
別
部

0 10 03056 530

44 131．16 331．1 4

8 7821 312

143 9 12 323

2 120432 24
一

一

35(1～10） 0 935(1～10） 1 1

124(1～10) 0 22 324(1～10）
一

｜ ↑6116 715257 7 125

917 15260826 7

分
限
・
内
乱
・
国
民
審
判
等
事
件

第
四
特
別
部

627 15 186 6 027

6 7 5287 1828

915 ~11290人
身
保
護
事
件

第
二
特
別
部

12 1329

26 13308 0830

１
１

31．1 8 5 5322 1931．1

’

１
１
１

6 18 72110 152

7 93 1014 3163

8 104 910 04 7

75(1～10) 9 1202 25(1～10）

’ 94(1～10） 7 76 04(1～10） 3
串

第1特別部は、（行ケ)のみ計上

第2特別部は、（人ナ)のほか、（ネオ)、

第3特別部は、（行ケ)及び(ワ)を計上

第4特別部は、（行ケ)のみ計上

(注1）

(注2）

(注3）

(注4）

(ラク)を含む。

-8-



第8表 民事控訴事件(ネ)の終局区分別内訳

（平成25年から令和5年10月まで）
■

差、雪雲 １
１

和解和解 取下等取下等総数 判決判決

％％ ％％ ％
｜
池

％

7,644 4,441 58.1 2,338 30．6 8651 11．386525 、

6,772 3,9201 57.9 2,246 33．2 606606 8．98.926

6,596 3,789 57．4 2,0621 31.3 745745 ．11．311．327

5,976 3,605 1,833 53828 60.3 30.7 9.09.0

5,818 3,380 58．1 1,7981 30.9 640640 11．011．029

I

’

5,846 3,436 58.8 1,8251 31.2 585 10．0585 10．030

5,182 3,187 1,5681 30.3 427427 8．28.231画1 61．5

3,905 2,3302 59.7 1,141 29.2 434 ．11．1434 11．1

5,526 3,325 1,5891 28.83 60.2 612612 1 11．111．1

Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
国
Ｆ
Ｉ
１
７
Ｉ
Ｉ
Ｙ
ｆ
Ｉ
心
Ⅱ

6,127 1,7041 27.84 3,8251 62.4 598598 1 9．89.8

6,408 3,9361 61.4 1,8031 28.1 669 1 10.45

5(1～10） 5,223 3,264 1,4221 27.262.5 5371 10．3

4(1～10） 4,996 3,172 1,344 4801 9．6480 9.663.5 26.9

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を

算出した推計値である。

5，000 63:0

’ 匡ニコ判決画画圃和解E=コ取下等一判決率 62.4

4,500 62．0

61．5

61．‘4,000 －－ 弓 P ヨー

61．0

ー ‐_圃一 ’60．3 、旬3,500
60.0

3,000 1 1 ′
ー 一

r－
58．8

59．0

2，500 一一

58．1

57．9 58．0

58．1
－一一Z:41 1_2，000

57.0
〆

1，500

56．0

1,000

55．0500

0 54．0ー

2富年 26年 27露 2s年 29年 30錘 31．1年 2年 3年 4年 5年

－9－
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第9表の1 民事｡行政事件の判決における取消・変更､上告件数等調べ‘
一王一

当審判決の

総 数

事件

種別
うち､第一審判決を
取消・変更したもの

うち.上告されたもの年度

ﾜ’ 件数 比率(%）件数 比率(%）

800 18．01

690 17．6

802 21.2

825 ・ 22.9

792n23.4
773 22．5

734 23.0

519 22．31

813 24．5

882 23.1

838 21,3

700 2141

737 23．21
28 6．3

19． 4．2，

24 5．4

23 5．4

17 4．4

34 10.1 1

23 7．51
19 8．1

22 7．8

25 8．2

22 5．8

191 6．8

221 9．01

1,3141
1,179 1

1,192

1,243

1,236

1,273

1,219

892

1,342

1,429

1,469

1,234

1,2001

2161
225

223

243

143

204

188

144

166

156

246

186

118

51 1
11 1
27

27

15

33

30

13

17

28

29

22

21

｜
溺
一
配
一
幻
一
配
一
羽
｜
鋤
一
州
－
２
’
３
－
４
’
５
’
一
州
一
州
泌
一
妬
一
幻
配
一
鋤
一
釦
一
州
－
２
３
－
４
５
｜
卸
一
伽
踊
一
節
幻
配
一
詔
一
鋤
一
州
２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
５
一
一
抽
一
州

刈
画
姉
函
判
淵
淵
淵
詞

ｌ
Ｉ
ｂ
１
１

4,441

3,920

3,7891

3,6051
3,380

3,4361
3,187 1
2,3301
3,3251
3,825

3,936

3‘264

3,1721
445 1
4481
442

423

383

338

305

236

283

304

370

2801

2301

1121，

34ハ
45 1
431
24

44

41

17

23

361
42

33国

． 28

0ｳ

民
事
控
訴
（
ネ
）

I

37.3

’ ’
■■■■■■■

行
政
控
訴
（
行
．
）

37．3

60．4

6161
61，0

58．7

51．3

66．4

66．4

51.31

45.51
32.41
60.01
62．8

62．5

75．0

73．2

76．5

73．9

77．8

69．1

66．7

75．0

h

’

し

行
政
第
一
審
（
行
ケ
）

(注)1上告提起と上告受理申立ての双方があったものについては， 1件として計上した。

(注)2行政第一審(行ケ)の件数は,総数から知的財産に関する事件数を控除したものである。

(注)3令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を

算出した推計値である。
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第9表の2 原判決取消・変更件数等推移表
’

民事控訴(ネ）
5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

－

階
---

･型ﾐー
一一G－一

＝ ■ 守一一申一

■－■■－

469
一一一一

25年 26年 27年 28年 29年 30年31．1年2年 3年 4年 5年

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

－

F

~P ■

423

き、三
－－－－

恩__ ．‐一_‐

筌
､麺一一一

レーーーーーーー4
22

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

25年 26年 27年28年 29年 30年31．1年2年 3年 4年 5年

行政第一審(行ケ）

120

11

100

80

60

42

40

20

｜
I

0

27年 28年 29年30年31･1年2年 3年 4年 5年25年 26年

(注）令和5年の件数は､10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値である。
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■一一一判決総数

一一一一上告件数 、

.--･原判決取消・変更

。

Ｆ
１
凸
■
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‐や一一一一eー
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賑
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－
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’ 1A＠ロ 1
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第10表 許可抗告申立事件(新受｡既済｡未済)件数調べ

(平成25年から令和5年10月まで）

I ■
詞
四
国

4

6

行政許可抗告（行ハ）民事許可抗告（ラ許）

｢~薪要 １
１

既済’ ’’ ，新受未済 既済 未済
■ ■ ■ ■

38116 4025 595 548

26 2426 573 70527

I
36449 52 35 527 431

49 48 6559 542 6928

’ 61
1 41
1~－~~~4~’

’ 46
1 38
1 7
1 穴I

6

4

4

46

38

7

3

104 71 7129 1020 985

I ロ 争

80 72 7430 534 558 、

87 80 8031．1 706 699

53106 952 574 555

95608 92 873 594
０

Ⅲ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

０

い

Ⅱ

１

１

小

０

１

町

い

Ⅲ

Ⅲ

川

，

ｒ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

ｌ

Ｉ

Ｉ

０

Ｉ

ｌ

，

。

■

Ｆ

Ｉ

Ｉ

１

７

１

，

１

１

０

恥

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

562 107 46 774 577
０
１
１
１
１
１
１
１
１
４
４
’
４
１
１
１
１
１
１
１

31 25 29570 6455

241 １
５
－
５割41

5(1～10） 459 511 55

_"_I’ 4(1～10） 112 64 15445
一 －一一

(注）令和5年の件数は､10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を

算出した推計値である。

／

1 、
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第11表の1 民事写行政既済事件の審理期間調べ

令和5年10月31日現在

審 期理 間審理期間

霊に産、
事件

種別

■
■
■
８
８
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｂ
’
’
１
１

総数 1年超

2年以内厩
2年超

3年以内｢雨％
5年を超

えるもの｢魂％
3月以内 3月超

6月以内｢雨
6月超

1年以内｢ﾜ了
3年超

s年以内F『％％ 1年以内 ％
一

一－

25 7,644 2,574 3,886 50.8 120 7,374 96.5 231 3．0 28 0.4 9 0.1 2 0．033.7 914
■

26 6,772 2,102 31.0 3,694 54‘5 729 10．8 6,525 96．4 191 2．8 48 0.7 7 0.1 1 0．0

0．027 6,596 1,683 255 31758 57．0 795 12‘1 6’286 94.5 163 2．5 25 0.4 172 2.6 0
’

*

3,63528 5,976 60.8 770 12．9 5,I34 96‘0 200 3.3 20 0．3 22 0.4 0．01,329 22.2 0
民
事
控
訴
．
（
ネ
）

’23 0.429 5,818 1,362 23.4 3,363 57.8 838 14．4 5,563 956 205 3.5 20 0．3 7 0.1

30 5,846 1,340 22息9 3,472 59.4 791 13．5 5ｬ603 95.8 194 3．3 31 0．5 13 0.2 5 0．1q

' 0.510．55,182 62.2 797 176 3．4 27 6 0.1 1 0.031．1 953 18．4 3,222 15．4 47972 95.9

1,346 1,806 46.2 3,647 93.4 219 5．6 28 0，7 5 0.1 6 0．22 3,905 495 12．7 34.5

37‘5 4,972 9｡0 488 54 1.0 9 0.2 3 0．13 5,526 641 11．6 2,260 40.9 2,071 8．8

I
4 6.127 777 127 3,100 50.6 1,822 297 5,699 93.0 357 5．8 62 1.0 7 0．1 2 0.0

一
Ｉ
Ⅱ

5

4

一1

日
5,2” 272 5．2 l o.5I

可

(1～10） 738 93.31'4.1 2‘696 516 1.438 27.5 4.872 55 1 11 24 0 u△Uh

l

b

師’ 53’ 4,639(1～10） 4,996 52.5 1,407 28.2 92.9 296 5.9 1.1 6 0.1 2611 122 2,621

r願~｢5雨464 96.9
－ー－－ーー

0.825 479 79 16．5 319 66．6 66 13．8 10 2．1 1 0．2 4 0 0．0

94 19．5 51 10．6 462 96.0 13 2，7 1 0．2 3 0.6 2 0．426 481 317 65.9

46427 473 11．4 344 72.7 66 14．0 98.1 8 1.7 1 0．2 0 0.0 0 0.054

行
政
控
訴
（
行
．
）

327 450 980 8 1.7 0.2 0 0.0 0 0．028 459 55 120 71.2 68 14．．8 1

69 16．2 273 64.2 70 16．5 412 96.9 12 2．8 1 02 0.0 0 0．029 425 0

回0，0371 64.7 159 360 97.0 1.9 3 0-8 0.3 030 61 16．4 240 59 7 1

210 63.6 19‘7 309 93.6 18 5.5 3 0.9 0 0-0 0031，1 330 34 10．3 65 0

1

2342 257 35 13．6 82 31.9 117 45,5 91.1 22 8．6 1 O鉤4 0 0.0 0
U
0.0

IUoL'|

olool
l o .0.01

01 0.01
:010｡01
O' 0.01
o opl
0 00
00.0
0 0．01

0 0．01
0001

0 00

0 0．01

01 0.01

01“

0 0.0

0 0．0

0 0-0

01 0．0
0 0－0

0 0．0

0 0．0

0 0．0

0 0.0

0 0．0

0 0．0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

88.63 299 26 8.7 108 36.1 131 43.8 265 32 10．7 0 0.0 2 0.7

4 335 35 104 42.1 131 39．1 307 91．6 21 6．3 6 1.8 1 0.3141
－－

ツ
ロ ﾛ

5(.1～10) 295 34 11‘5 131 44.4 101 342 266 90.2 20 618 2‘4 2 0』7

l ll |'Q9110．9 0414(1～10） 28 37.1 235 91.8 18 7.0256 112 43.8 95 2 0．8 1
－－－－－－一－一

25 124 70 56.5 39 31.5 10 8.1 11 9 960 5 4.0 0 0．0 0 0.0
▲

34.326 35 3 8.6 12 15 42.9 30 8567 5 14．3 0 0．0 0 0.0

27 51 11 21.6 23 45.1 17 33.3 51 0 0.0 0 0．0 0 0.01000

行
政
第
一
審
（
行
ケ
）

28 45 8 17．8 22 48.9 10 22.2 40 88d9 3 6』7 2 4．4 0 0.0

29 25 20.0 8 32.0 10 40.0 23 92.0 4.0 1 4..0 0鯵05 1 0

30 47 8 17．0 19 40.4 10 21．3 37 78．7 0 0．010 21．3 0 00

31d1 47 14 29.8 24 51.1 6 12．8 44 98．6 3 6.4 0 0．0 0 0.0

2 17 1 5.9 6 35．3 8 47.1 15 88．2 2 11．8 0 0．0 0 0.0

3 24 5 20.8 7 29.2 6 25.0 18 75.0 6 25.0 0 0．0 0 0.0
I

4 21.1 13．238 8 19 50．0 5 32 84.2 5 13．2 0 0．0 1 26

91 ’ 235(1～10） 36 3 30"6a3 25画0 68｡9 3 83 8 浬2 ’ 2 5ﾑ611
A

l 51 ’ 5 I■14(1-10） 26.730 8 11 36．7 16．7 24 80．0 16．7 0 0．0 0‘03-3 0
－ ー 一一
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第11表の2既済事件審理期間内訳表

(令和5年1月から10月まで）

| .隼超’5年超１
１
１

3月超
6月以内

6月超
1年以内

1‘年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
5年以内審理期間 3月以内

=＃
民事控訴(ネ）

行政控訴(行.)

行政第一審(行ケ）

劉
一
２
－
２

繩
一
釧
一
３

軸
一
価
一
Ｗ

11438 272 弱
－
７
’
’
８

－
９

１０１ ”
－
３

民事控訴(ネ）

I爵L'芳鰐号

i寵司

行政控訴(行

画 雪圃

躍重’
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第12表の1 民事｡行政未済事件の審理期間調べ

令和5年10月31日現在
0

期 間審 理審理期間

事件

種別

事件

種別 ≧詮、
総数 1年超

2年以内｢％

2年超

3年以内｢呪

3年超

5年以内厩

5年を超

えるもの｢開

6月超

'年以内｢ﾜを

6月以内

,年以内｢雨％

回
回
回
胴

0.1

0-0

0.0

1.3

9.2 O.2 29.4 2,132 85．8 118 4.7 228 525 2,485 1,898 76.4 234

10．2 2,026 86.9 71 3-0 26 1.1 208 8.9 126 2,332 1,787 76.6 239

4.1279 12．9 2,004 92.8 89 14 0.6 52 2.4 127 2,160 1,725 79.9

民
事
控
訴
（
ネ
）

14 0.7 12 06 27285 13．5 1,975 93．6 82 3.928 2,110 1,690 80.1
P ロ ロ ロ ．

8 0.495 4.4 22 1.0 8 0.429 2,141 1.751 81.8 257 120 2,008 93．8

83 4-3 25 1.3 4 0‘2 4 0.21,585 81.2 251 12．9 1,836 94.130 1,952 I

13．6 2iO33 945 94 4.4 14 0.7 6 0.3 4 O.231■1 2,151 1,740 80.9 293

246 8.9 0.3 3 0.11,740 63.1 741 26.9 2,481 89.9 20 0.7 92 2,759

函
四
囲
函

１
１
１
■

Ｔ

ｌ

ｌ

91.2

91.4

935

91.7

205 6.9 47 4 0.13 2975 2,165 72.8 547 18．4 2,712 1.6 7 0．2

2,945 17．6 2,691 179 6.1 47 1.6 26 0.9 2 0.14 2,172 73.8 519

｜

’

'75,115471'841
1＝ ‐_ P＝

'8341 141 8．31

751 547 18．4

14 8.383.4

46 1．31 |’
際
2,968

169

5(10月末） 15 0.5 3 012,228 2.775 136 39

2.4141 155 6 3.6 1 0.6 3 1.8 425

3.6 189 96.4 5 0 0.0 0 0.0 2 1.026 196 182 92.9 7 26

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1.1 0 0.0 2 1.127 189 171 90.5 13 6．9 184 97.4 2 1 0.5

行
政
控
訴
（
行
．
）

166 95.4 6 3.4 0 0.0 2 1.128 174 147 84.5 19 10．9 0 0.0

1.429 141 121 85.8 11 7.8 132 93.6 4 2.8 3 2.1 0 0,0 2

30 144 14．6 132 91.7 O
轡 6.3 0-7 0 0.0 2 1.4111 77.1 21

■
■
Ⅱ
■
且

31画1 157 127 14．0 149 94.9 6 3.8 0 0-0 0 0.0 2 1.380.9 22

109 12 7.3 2 2 1.22 165 66.1 40 24.2 149 90.3 1.2 0 0.0

１

１
Ｉ

3 178 115 64.6 41 23.0 156 87.6 17 9.6 3 1.7 0 0.0 2 1.1

皿
一
画

1.0

10

4 22.2 171 88.1 15 7.7 4 2鳥1 2 1.0 2194 128 66．0 43

L
375(''0月末） 203 '46 18.2 183 90．1 13 6.4 5 2.5 0 00 2719

’ 24 8.3 0 0.0 0 0.025 16 66.7 6 25.0 22 91.7 2 ロ 0.0

26 18 88.9 11．1 0 0.0 0 0.013 72．2 3 16．7 16 2 0．0 0

18 0.0行
政
第
一
審
（
行
ケ
）

27 20 10 50.0 8 40.0 90．0 ロ 0.0 2 0 0 0,010．0

●

28 16 13 81.3 2 12．5 15 938 6.3 0 0.0 0 0.0 0.01 0

29 37 30 81.1 6 16．2 86 97.3 2.7 0 0.0 0 0‘0 0 0.01

80.030 10 7 70.0 1 10．0 8 2 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

F ■ ■ ■

31．1 20 12 60.0 8 40.0 20 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0100.0

･

2 18 7 38.9 6 33.3 13 72．2 5 27.8 0 0.0 0 0．0 0 0．0

3 36 16 44.4 12 33.3 28 77．8 6 16．7 2 5.6 0 0．0 0 0,0

’

7125.915 18.51 12 1444 933.3 5

11 157.91 21 1”’ ’31函3 15β 2

7 25.9 5 18．5 12 44．4 9 33．3 5

10．5 1311

’

4 27 1 3.7 0 0.018．5

'5('0月末)’5(10月末） 191 Llml 0,010.5 0
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第12表の2未済事件審理期間内訳表

令和5年10月31日現在

'5鯛| ‘年超 ’
3年超
5年以内

5年超１
１
１

１
１
１

1年超
2年以内

2年超
3年以内

6月超
1年以内

審理期間 6月以内

１
１
１

31l
l
l

帽
－
０
－
１

民事控訴(ネ）

行政控訴(行．）

行政第一審(行ケ）

136 羽
－
５
－
２

即
一
切
－
２

2，228
－

146

一計
渦
－
３11

民事控訴(ネ）

1年以内
18．4％
ー

、

恥
蛾
一

行政控訴(行．）

’

Ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
ｂ
一

一
》
》
一

杉

－

１

１

１

↓

り

り

ト

ー

ｌ

Ｉ

ｌ

ｄ

Ｐ

１

１

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ｕ

角

曲
■
Ｕ
ｑ

－
卵
班
一

一
頭
江
一
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第12表の3． 種類別民事"行政未済事件の審理期間内訳表

令和5年10月31日現在
「ー

口
審 理 期 間

。

1年超
2年以内

6月超
1年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

総数 6月以内 5年超
1年以内

’ 応 応 応 辰 厩 ％ ％ ％

=一

民事控訴(ﾈ） 2,968 2,228175.1 547 18．4 2,775193.5 136 4．6 39 1.3 10 0‘3 5 0．2 0．13

上告(ﾂ） 70 56 80.0 14 20.0 70 010_0 0100.0 0．0 0 0．0 010．0 00．0

89130"
1 1

民事再審訴訟(ﾑ）
民事再審抗告(ﾑ）

288 76126.4 165 57‘3 92131．9 25 8.7 4 1.4 2 0.7 0 O.0
ｌｌｌｌｌｌｌ

行政第一審(行ｹ） 19 11 57.9 2 13 68.410．5 3 215－8 1 5.310．5 010.0 010.0

行政控訴(行｡） 203 146171．9 37118.2 183190△1 13 6．4 5 2.5 0 0．0 0 0.0 2 1.0

’

｡|,。１α0.10
行政再審訴訟(行ｿ）
行政再審抗告(行ｿ）

14 6429 4128．6 71‘4 3 021．4 71 010．0

ノ

』

､
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第13表多数冊事件新受件数年度別経過表及び図表(平成25年から令和5年10月31日まで）

＝
5年
(10/81

現在）

31年
／1年

28年 29年 30年 3年25年 26年 27年 2年 4年

■ ■ ■ ユ ■ ■ ■ ■

9冊超～19冊(70cm
超～140cm)X

34 34 36 3931 29 25 34 2545 45
①

命

| ・’15
19冊超(140cm超）
※ ’

8 8 9 216 6 17 67

※令和4年6月27日事務分配の変更に伴い記録冊数から記録の厚さに基準変更

50 一 一一一｡－－－◆■一一一一一一一一一ー 呼一一～一ｳ 心~

45
※

５
０
５
０
５

４
・
４
．
３
３
２

一一一稗七 イ ー中

5

一一一鼻三一＝常20一 可-17--.-一一一一
ー－－－ －

15 〃

． 〆、 万一

、8〆－､置[今 一.典唱_'-－－－

、

、

~一一碗~－
、

〃
、15

／

冬
ｌ
鐸
一
一
一

、
戸
、
一

一
一

一
畢
一

圭
一
一

０
５

１
‐－奄量アー

9
一二 ■々一一寺■ －矛＝■－凸コー －－デー■.

0

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年
／1年

2年 3年 4年 5年
(1"3ﾕ現在）

ノ
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』

第14表法廷内における写真撮影回数及び傍聴券交付回数

(平成25年から令和5年10月31日まで）
4

法廷内における
写真撮影件数

傍聴券交付件数
、 ～■ ■

平成25年 33 40

平成26年 17 25

平成27年 15 44

平成28年 15 33

平成29年 12 29

平成30年 18 48
■

平成31年／令和元年 44旭
一
相令和2年 37

令和8年 16 63

令和4年 19 64

令和5年(10/31現在） 23 49

---.--･法廷内における－－傍聴券交付件数

写真撮影件数

０
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０

７
６
６
５
５
４
４
３
３
２
２
１
１

64
鳥

1 ミI

』

I=’
一
一
一
一

ノ

私
I

『

罫
、』

1
『

一
一

』

49
／
ノ

P．

I

』 、 ’

、

苫
』P

変49－－
メ 謎

／
■■ ノ

メ〃 毒

三
』

／
ノ

功

菱土 』

／
内穴

、

筐 志、

、 』

鵠
一
一

》
】
画
再一

、
一

23‐q

竺〆

幸二
－｝19

、
可 48

夛牟ミ 身も6歪
壷試誌二二

二運＝
至極三

’
一
一
一
一

二コ二二

■
■
一
一
一
一

＝一一一一凸

－

１
１
１

凸
一
一
一

25年26年27年28年29年30年31年2年 3年 4年 5年
／元年 （10/31

現在）
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第15表の1 民事｡行政事件(新受･既済･未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

（令和4年）
一

I

未済件数既済件数新受件数
事件の種類

｜ ％ ｜ ％％

一
一
喜
一
一
一
一

国
挫
劃
岬
図
唖
、

｜
・
剛
鍛
榊
唖
煙

１
０
２
０
５
５
１
１

６
５
３
１15,500424

15，129

6,73444.5

13,480

6,09745.2

792

35,855、’
15,565 43.41

15,0891、
6,7531 44.8

13,439、
6，127 45．6

762、、
335 44．0，

－画、’
160 37．7 1

224[、’
381 17.0

240、
93 38.8

20,7661、一
8β121 424 1

43.415,565

15,089

6,753 44.8

13,439

45.66,127

762

335 44.0

424

160 37.7

224

38 17．0

240

93 38.8

20,766

8瞳812 42.4

全国 12,604
-

5，767
総数

東京 45.8

全国 7,197
計

東京 3,356
-

6,266

46.6

訴 民事控訴

（ネ）

全国

東京
’

2,945 47.0

三
唖
宣

42.5

’行政控訴

（行．）

訟 全国 457

帆
一
岬
一
郎
一
畑
一
幻
一
価
一
価
一
和
一
川

194

27

107

東京 351 44.3

436、
180141.3
188国
291 15．4

436

41.3180

－

15．4’

民事上告

（ツ）

事 全国

東京 56.1

惹
嘉
蚤

19．6

56.9

44.6

行政第一審

(行ケ）

件 全国

東京

基
剛
寅
330

１
１
１

再審･

(民事訴訟(ム)･行政訴訟(行ソ)）

全国 233

甲
酎
■
■
■
■
Ｉ
ｌ
Ｔ
ｌ
Ｅ
■
■
ｂ
Ｒ
ｕ

東京 77

その他事件

（抗告等）

全国 21,392
－

－

41．01’東京 8,766
一 一一－－‐■－－一画 一ﾛ－

(参考） (令和3年）
）

一一

■
既済件数

’｜ ｜新受件数両剴
新受件数

「死
事件の種類

％

34,862、11,9381函
16‘262 46.6 58321 48.9

13,633、7,1571て
6,081 44.6 3,375 47.2

12,110｢、6,225く
5,5261 45.6 . 2975 47.8
681－－ 427貢．
299 43.9 178 41.7

383N 136 －－
142 37;1 631 46.3

208－へ 174国
241 11．5 36 20．7

251、 195国
90 35．9 123 63．1

21,229}、4,781岡
10,181 48.01 2．4571 51．41

36,008国
16,541 45.9

14,572国
6,369 43.7

1函7豆国
5,74244.5

-7瓦、

墾
謹
塑
蕊
塑
謹
塑
謹
塑
謹
墾
謹
塑
謹
塑
霊

総数
’

計
１
１訴

訟
事
件

民事控訴
（ネ）

行政控訴
（行．） 31241．91

覇5国I
175 40．1 1

229国
42 18．3

2481、
981 395 1

面魂引く’
10‘17211 47.5 1

民事上告
‘ （ツ）

行政第一審
（行ケ） １

１
１

再審
(民事訴訟(ム)･行政訴訟(行ソ)）

その他事件

（抗告等）

(注）新受､既済､未済事件の総数には､東京高裁専属管轄(平成25年法律第100号による

改正前の独禁法等)の第3特別部の事件(符号「ワ｣)を含まない。
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第15表の2民事･行政事件(新受･既済｡未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

（令和4年）

●

新受事件

既済事件

増

他高裁
55.4％

未済事件

－21－



〃

や

令和5年民事部におけるプロジェクト

検討体による検討

①第一審で行われている審理運営改善へのアドバイス（記録の在り方、時

機に後れた攻撃防御方法の却下の活用等）

②．控訴審そのものの審理運営の改善（デジタル化を契機とした審理運営改

1

1

善の控訴審への適用､-濫訴・濫申立てへの対応）

③判決の改善（第一審判決及び控訴審判決）

ウェブ会議の方法による口頭弁論2

3

幻

－1－
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